






　日本年金機構では、現役世代の方、なかでも若い世代の方に年金制度に対する理解を深めていただくこと、
また、国民の年金制度に対する信頼を向上させることを目的として、保険料納付の実績や将来の給付に関する情報
をわかりやすい形でお知らせする「ねんきん定期便」を、毎年の誕生月に送付しています。

　節目年齢（35歳、45歳、59歳）の方には、全期間の年金加入記録を通知し、節目年齢以外の方には、直近
１年間の年金加入記録を通知しています。「ねんきん定期便」は、年齢によって送付形式や通知内容が異なり
ます。詳しくは、日本年金機構ホームページ「様式（サンプル）」と「見方ガイド」でご確認ください。

誕生月に「ねんきん定期便」をお届けしています

詳細は に掲載しています。ねんきん定期便 検索

節目年齢に送付される
「ねんきん定期便」

節目年齢以外に送付される
「ねんきん定期便」

親　展

○○最最初初ににごご自自身身ののああてて名名ででああるるここととををごご確確認認くくだだささいい。。
○○次次ににおお早早めめにに開開封封ししてて、、必必ずず中中身身ををごご確確認認くくだだささいい。。

・・毎毎年年ののハハガガキキででははおお伝伝ええししききれれなないいおお客客様様のの
全全期期間間のの年年金金記記録録がが入入っってていいまますす。。

・・年年金金額額をを増増ややすすたためめのの情情報報ををごご案案内内ししてていいまますす。。
・・「「ねねんんききんんネネッットト」」にに簡簡単単にに登登録録ででききるるアアクク

セセススキキーーをを同同封封ししてていいまますす。。

おお客客様様へへのの大大切切なな「「おお知知ららせせ」」

令令和和７７年年度度のの「「ねねんんききんん定定期期便便」」でですす。。

下のマークは、目の不自由な
方のための音声コードです。

　　開封前にあて名をご確認ください。お届け先のご住所に、現在、受取人の方がお住まいでない場合には、

　お手数をおかけしますが、「誤配」、「転居した」等を封筒にご記入の上、開封せずにそのままポス

トに投函してください。

料料 金金後後 納納

郵郵　　便便

〒168-8505　東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号

親親　　展展

料料金金後後納納

郵郵　　便便

〒〒168-8505   東東京京都都杉杉並並区区高高井井戸戸西西3丁丁目目5番番24号号

                おお知知ららせせはは内内側側ににあありりまますす。。
  矢矢印印のの方方向向へへゆゆっっくくりりははががししててごご覧覧くくだだささいい。。

※お問い合わせの際は、
照会番号をお伝えください。

①保険料を納付していただいた方は、「これまでの
加入実績に応じた年金額」が昨年よりも増額して
います。

②今後も、保険料を納付していただくことで、更に
年金額が増額します。

③年金の受給開始時期は、60歳から75歳まで選択
できます。
年金受給を遅らせた場合、年金額が増額します。
（例）70歳を選択した場合、65歳と比較して42％増額
　 75歳を選択した場合、65歳と比較して84％増額（最大）

照  会  番  号 公務員共済の加入者番号 私学共済の加入者番号

最近の月別状況です
下記の月別状況や裏面の年金加入期間に「もれ」
や「誤り」があると思われる方は、お近くの年金
事務所にお問い合わせください。

年月
（和暦）

厚生年金保険国民年金
(第１号・第３号)
納付状況

標準報酬月額
（千円）

保険料
納付額

標準賞与額
（千円）加入区分

令和７年度の「ねんきん定期便」です。
開封前にあて名をご確認ください。
お届け先のご住所に、現在、受取人の方がお住まいでない場合には、
お手数をおかけしますが、「誤配」、「転居した」等をハガキに
ご記入いただき、開封せずにそのままポストに入れてください。

二次元コード

この二次元コードには、「ねんきん定期便」
に記載されている年金情報の一部が収録され
ており、厚生労働省が提供するWEBサイト
（公的年金シミュレーター）で年金見込額の
簡易試算ができます。
(https://nenkin-shisan.mhlw.go.jp)

【公的年金シミュレーター二次元コード】
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（注）・65歳以降で厚生年金保険の被保険者等である場合は、在職支給停止額を差し
　引いた額が、繰下げによる増額の計算対象となります。 
　・遺族年金や障害年金を受け取ることができる場合には、老齢年金の受給開始
時期を遅らせることができないことがあります。

75

令和7年度「ねんきん定期便」50歳未満の方（表）

　「ねんきんネット」は、「マイナポータル」との連携で簡単に利用できます。連携
に必要な ① マイナンバーカード、② 数字４桁のパスワード（マイナンバーカード受
取時に設定したパスワード）を事前準備のうえ、③「マイナポータル」にログイン
（スマートフォンにアプリをインストール）してください。

「マイナポータル」と「ねんきんネット」を連携してもっと便利に

「マイナポータル」
はこちら

電子版をご利用ください

　インターネットサービス「ねんきんネット」では、紙の「ねんきん定期便」
より１か月程度早く、電子版「ねんきん定期便」が確認できます。ペーパー
レスを指定すれば、紙の「ねんきん定期便」の郵送を停止することができ
ます。環境にもやさしいペーパーレス化推進にご協力をお願いします。

◦ご自身の年金記録の確認
◦将来の年金見込額の試算
◦「ねんきん定期便」や各種通知書の確認
◦納付書によらない納付
◦持ち主不明の年金記録の検索　など

◦国民年金保険料の口座振替の申出
◦扶養親族等申告書の電子申請
◦確定申告・年末調整に必要な書類の電子送付

　など

「ねんきんネット」でできること 「マイナポータル」との連携で
こんな機能等が利用できる

親　展

○○最最初初ににごご自自身身ののああてて名名ででああるるここととををごご確確認認くくだだささいい。。
○○次次ににおお早早めめにに開開封封ししてて、、必必ずず中中身身ををごご確確認認くくだだささいい。。

・・毎毎年年ののハハガガキキででははおお伝伝ええししききれれなないいおお客客様様のの
全全期期間間のの年年金金記記録録がが入入っってていいまますす。。

・・年年金金額額をを増増ややすすたためめのの情情報報ををごご案案内内ししてていいまますす。。
・・「「ねねんんききんんネネッットト」」にに簡簡単単にに登登録録ででききるるアアクク

セセススキキーーをを同同封封ししてていいまますす。。

おお客客様様へへのの大大切切なな「「おお知知ららせせ」」

令令和和７７年年度度のの「「ねねんんききんん定定期期便便」」でですす。。

下のマークは、目の不自由な
方のための音声コードです。

　　開封前にあて名をご確認ください。お届け先のご住所に、現在、受取人の方がお住まいでない場合には、

　お手数をおかけしますが、「誤配」、「転居した」等を封筒にご記入の上、開封せずにそのままポス

トに投函してください。

料料 金金後後 納納

郵郵　　便便

〒168-8505　東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号

からの からの

▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、管轄の年金事務所（https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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11月は「ねんきん月間」11月30日は「年金の日」

詳細は に掲載しています。ねんきん月間 検索

　日本年金機構は、厚生労働省と協力して、国民が公的年金を身近で大切
なものとして考え、年金制度に対する理解を深めていただくよう、11月を

「ねんきん月間」と位置付け、公的年金制度の普及・啓発活動を実施します。
　また、国民一人ひとりが、「ねんきんネット」等を利用して、年金記録や
年金受給見込額を確認することで、高齢期に備え、その生活設計に思いを巡ら
せていただくことを目的として、11月30日（いいみらい）を「年金の日」に
制定しています。

令和７年11月30日は日曜日ですが、年金事務所を開所して年金相談を実施します。

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付
　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象（その年の１月１日から
12月31日までに納付した保険料が対象）となります。社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定
申告の際に、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書（または領収証書）の添付が必要です。
　日本年金機構では、下表のスケジュールで、令和７年分 社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を対象となる方
に送付しています。

対 象 者 送付方法 送付時期

１
令和７年１月１日から令和７年９月30日までの間に
国民年金保険料を納付された方

電子送付 令和７年10月中旬から下旬にかけて順次

郵　　送 令和７年10月下旬から11月上旬にかけて順次

２
令和７年10月１日から令和７年12月31日までの間に
国民年金保険料を納付された方（1の対象者は除く）

電子送付 令和８年１月下旬

郵　　送 令和８年２月上旬

詳細は に掲載しています。社会保険料控除証明書 検索

　年末調整や確定申告の際に必要な控除証明書は、「ねんきんネット」
から電子送付を希望すると、郵送よりも早く、マイナポータル上で電子
データとして受け取ることができます。受け取った電子データを利用
すると、e-Taxでの確定申告が簡単にでき、一度登録すれば毎年電子
データが届きます。この機会にぜひご登録ください！

からの からのからの からの

▶このページの記事の内容に関するお問い合わせは、管轄の年金事務所（https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/）まで
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市川 茉衣（ドリームサポート社会保険労務士法人）

仕事と介護の両立【育児・介護休業法の改正】

介護休業等については、会員向け広報誌『協会だより』11月号でも解説しています

　令和７年４月の育児・介護休業法の改正により、介護休暇の対象が拡大され、
同時に仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備が義務化されました。
　介護はいつ始まるかわからないものです。「わが社には対象になりそうな労働
者がいない」と思わず、いざというときに備えて育児・介護休業法の内容を確認
し、制度の整備を進めましょう。

介護休暇の対象拡大
　介護休暇とは、介護を必要とする対象家族のいる労働者が取得できる休暇です。これまで、労使協定を締結すれ
ば入社６か月未満の労働者は除外できましたが、法改正によりこの６か月の要件が撤廃され、入社して間もない
労働者でも介護休暇が取得できるようになりました。

介護休暇取得の要件

対 象 者 対象家族を介護する労働者　

対 象 外

◦日々雇用されている労働者

◦�（労使協定を締結した場合）１週間の所定
労働日数が２日以下の労働者

対象家族
配偶者（事実婚を含む）、父母、子、祖父母、
兄弟姉妹、孫、配偶者の父母

要介護状態とは
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障
害により、２週間以上の期間にわたり常時介
護を必要とする状態

賃   金 法令上は無給で差し支えない

取得日数
◦対象家族が１人の場合は年５日まで
◦対象家族が２人以上の場合は年10日まで

取得単位
１日単位または時間単位
（１日の所定労働時間数、端数切り上げ）

必要な手続き、
済んでいますか？

◦�これまで労使協定で入社６か月
未満の労働者を除外していた場
合は、必要に応じて協定を再締
結する必要があります。
◦�就業規則等の規定についても不
備がないか見直し、必要に応じ
て改定しましょう。

仕事と介護を両立しやすくする雇用環境整備
　介護離職を防止するためには、介護休業等を利用しやすい職場環境を作ることが欠かせません。令和７年４月
の法改正により、介護休業等の利用の申出がしやすい職場環境を整備するために、以下のいずれかの措置を実施
することが会社に義務付けられました。

１ 研修の実施 雇用する労働者に対する介護休業・介護両立支援制度等に係る研修を実施する。

２ 相談窓口の設置 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制を整備し、周知する。

３ 事例収集・提供
自社の介護休業・介護両立支援制度等の利用事例を収集。冊子の配布やグループ
ウェアへの掲載などを通じて労働者に情報提供を行う。

４
利用促進に関する
方針の周知　　　

介護休業・介護両立支援制度等の制度および利用の促進に関する事業主の方針を
労働者に周知する。書面での配付、グループウェアへの掲載などの方法が想定
される。
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広報誌『社会保険新報』が
創刊900号を迎えました
　広報誌『社会保険新報』が、本号で創刊900号となりました。
　昭和24年７月に、社会保険制度の普及発展に資することを目的に発
行してから78年。この間、社会保険制度を主体にわかりやすく読みや
すい記事を提供し、福利厚生事業や健診・健康づくりに関する情報等
を掲載してまいりました。
　今後も、日本年金機構および全国健康保険協会（協会けんぽ）東京
支部、社会保険労務士等のご協力をいただきながら、タイムリーで充実
した内容の広報誌制作に努めてまいります。
　引き続き、ご愛読いただきますようお願いいたします。 昭和24年7月 タブロイド判新聞

昭和28年4月
B5判８ページ

昭和44年3月
正方形判12ページ

昭和63年4月
B5判８ページ

平成22 年 ／ No.717

東京の名所シリーズ　真夏の野川公園（調布市野水）

7
JULY

東京社会保険協会のホームページ  ▶▶ http://www.tosyakyo.or.jp みなさんで回覧してください

▪賞与を支給したときは、
　　　　 賞与支払届の提出をお願いします／ 5
▪社会保険事務講習会
　「健康保険の給付と手続き」講習会開催のお知らせ／ 6
▪フィオーレ健診センターのご案内 ／ 7
▪東京社会保険協会事業のご案内と
　　　　　　　　　　　 会員加入のお願い／8

▪協会けんぽ東京支部からのお知らせ
　このような場合に、保険給付が受けられます／ 2
　手続きの窓口について／3
▪標準報酬月額とは／4
▪年金事務所職員を装った
　　　　　　不審な訪問・電話にご注意を！／５
▪算定基礎届の提出はお済みですか？／ 5

目次

平成22年7月
WEB版８～10ページ

平成18年10月
A4判６ページ

昭和21年 7月 財団法人 東京社会保険協会を設立。

昭和24年 7月 『東京社会保険新報』の名称で創刊、タブロイド判新聞２ページ隔月刊として発行。

昭和26年11月 体裁をB5判４ページに改め、月刊として発行。

昭和28年 4月

『社会保険新報』編集委員会を設け、協会の各支部から編集委員を選出するとともに、学識経験者
を編集委員に委嘱、初代編集委員長に園乾治慶應義塾大学教授が就任。以後、毎月、編集委員会
を開催して討議し、内容の充実に努める。また、名称を『社会保険新報』に、体裁をB5判８ページ
に改めて発行。

昭和60年11月 編集委員長に庭田範秋慶應義塾大学教授が就任。

平成13年 5月 東京社会保険会館（フィオーレ東京）に移転。

平成18年10月 フィオーレ健診センターを開設。

平成20年12月 全国健康保険協会（協会けんぽ）が発足し、以後、健康保険関係の記事を提供。

平成21年 4月 編集委員長に真屋尚生日本大学教授が就任。

平成22年 1月 日本年金機構が発足し、以後、公的年金関係の記事を提供。

平成22年 7月 紙媒体から電子媒体（WEB版）に移行し、メール配信サービスを開始。

平成25年 4月 一般財団法人 東京社会保険協会に移行。

平成30年 4月 編集委員会の構成員を外部有識者を中心とする体制に変更。

令和 8年 3月 東京社会保険協会が創立80周年を迎える。

『社会保険新報』と東京社会保険協会のあゆみ
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会員向け広報誌

フィットネスクラブ

『協会だより』11月号 No.63
健康づくり

　社員の健康促進、職場でできる運動、健康経営の
ための講座の開催などをご検討される際は、ぜひ
ご活用ください。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
（ランチビュッフェ）▶YOKOHAMA AIR CABIN
（ロープウェイ）▶横浜美術館▶赤レンガ倉庫＜予定＞

（クリスマスマーケット）

▪正しいカラダの使い方
▪職場でできる腰痛予防
▪食生活の改善
▪正しい外食のとり方
▪ストレスの理解
▪ストレス耐性　    ほか

メンタルヘルス

栄　　養

運　　動

　10月24日（金）にホーム
ページで公開し、会員事業
所宛に郵送します。
　11月号では、マイナ保険
証、年金制度改正、介護休
業に関する法改正等、タイ
ムリーな情報を掲載。東社
協の会員を対象に創立80
周年記念プレゼントキャン
ペーンも実施中です。

健康づくりの講師を派遣

エンドースユアライフ合同会社講師派遣元

９時～19時（土日祝でも可）実施時間
38,500円（税込）［通常料金 55,000円（税込）］ 料 金

　12月28日（日）11時開演
29日（月）13時30分開演

　 １月10日（土）第１部：11時開演

▪東京宝塚歌劇 宙組公演

▪法人オンライン利用  月額 1,628円 (税込)

▪浅草公会堂 新春浅草歌舞伎

　12月13日（土）10時集合（新宿駅西口）

講師：１名 ／ 講義時間：90分以内（標準プログラム）

日帰りバスツアー

観劇会

会員特典 講師派遣

会員特典 フィットネスクラブの利用割引広報誌 協会だより

東京社会保険協会 創立 80 周年記念プレゼントキャンペーン実施中‼　※詳細は裏表紙をご覧ください。

2025.11

一般財団法人 東京社会保険協会

https://www.tosyakyo.or.jp

協会だより
K y o k a i  D a y o r i  T o k y o

TOKYOTOKYO  No.

63

▪法人都度利用
メガロス各店を１回1,650円 (税込)

▪法人月会費利用
メガロス各店の月会費から1,100円 (税込) 割引

メガロス
冬の横浜を探訪

※写真はイメージ。YOKOHAMA AIR CABIN（左）、クリスマスマーケット（右）。

年末年始におすすめしたい話題の２作品

　東京社会保険協会では、社会保険制度の普及と健康増進を目的に、会員の皆様に向け、　東京社会保険協会では、社会保険制度の普及と健康増進を目的に、会員の皆様に向け、
講習会やセミナーの開催（無料）、レジャー施設の優待、会員ドック等の各種事業を実施講習会やセミナーの開催（無料）、レジャー施設の優待、会員ドック等の各種事業を実施
しています。未加入事業所がありましたら、ぜひご入会くださいしています。未加入事業所がありましたら、ぜひご入会ください！！

一般財団法人 東京社会保険協会一般財団法人 東京社会保険協会

入会入会ののご案内ご案内

東京都内における健康保険および厚生年金保険の適用を受けている事業所
3,500円～（事業所の被保険者数により変動します）年会費

対　象

電話 03-5292-3596

ホームページからホームページから
簡単に簡単に入会入会できますできます！！
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記事提供／日本年金機構 新宿年金事務所・全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部
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ホームページ https://www.tosyakyo.or.jp

https://www.tosyakyo.or.jp
https://www.tosyakyo.or.jp/member/
https://www.tosyakyo.or.jp/member/
https://www.tosyakyo.or.jp/public/association/
https://www.tosyakyo.or.jp/public/
https://www.tosyakyo.or.jp/member/health-support/
https://www.tosyakyo.or.jp/member/fitness/

